
○東温市高齢者等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業費補助

金交付要綱 

(令和 3 年 4 月 14 日告示第 61 号) 
 

(趣旨) 

第 1 条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による重症化リスクの高

い高齢者等への感染を防止し、かつ、高齢者福祉施設等（以下「施設等」

という。）における集団感染の発生を抑止するため、新たに施設等へ入所

する高齢者等が当該施設等への入所前に、指定医療機関における自主検査

（ＰＣＲ検査であって、行政検査によらないものをいう。以下「検査」と

いう。）に要した費用（以下「検査費用」という。）に対し、予算の範囲

内において東温市高齢者等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業費

補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、東温市補助

金等交付規則（平成 22 年東温市規則第 23 号）及び東温市各種補助金等

交付・適用基準（平成 22 年東温市告示第 94 号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2 条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1) 高齢者等 65 歳以上の高齢者及び介護保険第 2 号被保険者をいう。 

(2) 施設等 次のアからウに掲げる施設及び事業所をいう。 

ア 介護保険施設 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型

医療施設、介護医療院 

イ 次の介護サービス（介護予防サービスを含む）を提供する事業所 

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認

知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

ウ その他の高齢者施設 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住

宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス 



(3) 指定医療機関 一般社団法人東温市医師会の会員が診療に従事する

医療機関であって、市長に対して検査を実施する旨の届出を行ったもの

をいう。 

(補助対象者) 

第 3 条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。 

(1) 本市に住所を有し、新たに施設等へ入所する高齢者等 

(2) 本市に所在する施設等に新たに入所する高齢者等 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の

対象としない。 

(1) 検査費用に対し、他の補助を受けた者 

(2) 検査の結果、陽性と判定された者であって、直ちに保健所へ連絡を

行わなかったもの。ただし、指定医療機関が保健所に発生届を提出した

場合を除く。 

(3) 補助金の交付対象となった検査から 1 月以内に再度検査を受けた者 

(補助金額) 

第 4 条 補助金の額は、20,000 円とする。ただし、検査費用が 20,000 円

に満たない場合は、実費相当額とする。 

(実施期間) 

第 5 条 補助金の交付対象となる検査の実施期間は、令和 3 年 4 月 20 日か

ら令和 4 年 3 月 31 日までとする。 

(交付申請) 

第 6 条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

東温市高齢者等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業費補助金交付

申請書兼請求書（様式第 1 号。以下「申請書」という。）に関係書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

(交付決定等) 

第 7 条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容

を審査し、適当と認めるときは、東温市高齢者等新型コロナウイルス感染



症検査費用助成事業費補助金交付決定通知書（様式第 2 号）により申請者

に通知し、補助金を支払うものとする。 

(交付決定の取消等) 

第 8 条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決

定を取り消すとともに、既に交付している補助金の全部又は一部を返還さ

せることができる。 

(1) この告示に違反したとき。 

(2) 補助金を目的外に使用したとき。 

(3) その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

2 前項の規定は、補助事業が完了した後も適用する。 

(帳簿等の整備) 

第 9 条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の実施に関する証拠書類、

帳簿等を常に整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して 5 年間保管

しなければならない。 

(委任) 

第 10 条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日等) 

1 この告示は、令和 3 年 4 月 20 日から施行する。 

(告示の失効) 

2 この告示は、令和 4 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。 

(告示の失効に伴う経過措置) 

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に補助金の交付決定を受け

た者に係る規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。 

様式第 1 号(第 6 条関係) 

東温市高齢者等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業費補助金交付

申請書兼請求書 



[別紙参照] 

様式第 2 号(第 7 条関係) 

東温市高齢者等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業費補助金交付

決定通知書 

[別紙参照] 


